
後発医薬品の普及促進・価格適正化
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【改革工程表における記載】
＜㉘後発医薬品に係る数量シェアの目標達成に向けて安定供給、信頼性の向上、情報提
供の充実、診療報酬上の措置など必要な追加的措置を講じる＞
○ 普及啓発等による環境整備に関する事業を実施
○ 診療報酬上のインセンティブ措置等の総合的な実施



32.5% 34.9% 35.8% 39.9%
46.9%

56.2%

20%

40%

60%

80%

８０％目標
達成時期を決定
H29（2017）年央

注）数量シェアとは、「後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の数量シェアをいう

後発医薬品の数量シェアの推移と目標

① 2017年（平成29 年）央に70％以上
② 2018年度（平成30 年度）から2020年度（平成32 年度）末までの
間のなるべく早い時期に80％以上

数量シェア
目標

厚生労働省調べ

70.0%

80.0%
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○後発医薬品使用体制加算の指標の見直し

１．医療機関における取組の評価 ２．薬局における取組の評価、薬価制度の見直し

 後発医薬品の割合に、「新指標」を用いるとともに、後発医
薬品使用率の向上に伴う基準の見直しを行う。

【新設】後発医薬品使用体制加算１（新指標で70％以上） 42点
後発医薬品使用体制加算２（新指標で60％以上） 35点
後発医薬品使用体制加算３（新指標で50％以上） 28点

○診療所における後発医薬品使用体制の評価

 院内処方の診療所であって、後発医薬品の使用割合の高い
診療所を評価。

【新設】外来後発医薬品使用体制加算１（70％以上）４点
加算２（60％以上）３点

○一般名処方加算の見直し

 後発医薬品が存在する全ての医薬品を一般名で処方してい
る場合の評価を新設。

一般名処方加算1 3点 【新設】 一般名処方加算2 2点
※交付した処方せんに1品目でも一般名処方が含まれている場合には加算２
を、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合には
加算１を算定する。

○処方時に後発医薬品の銘柄を記載した上で変更不可
とする場合には、処方せんにその理由を記載

○ 後発医薬品調剤体制加算の要件の見直し

 数量ベースでの後発医薬品の調剤割合が65％
以上及び75％以上の２段階の評価に改める。

改定後

後発医薬品調剤体制加算１（調剤数量割合５５％以上） １８点
→６５％以上

後発医薬品調剤体制加算２（調剤数量割合６５％以上） ２２点
→７５％以上

○新規収載時の後発医薬品の薬価の見直し

【現行】：先発品の薬価×０．６
（内用薬については、銘柄数が10を超える場合は0.5を乗じた額）

【改定後】：先発品の薬価×０．５
（内用薬については、銘柄数が10を超える
場合は0.４を乗じた額）

先発品 新規後発品

×0.5（0.4）

○既収載時の後発医薬品の薬価改定
 既収載の後発医薬品の薬価について、３つの価格
帯で改定する仕組みを継続。

後発医薬品の普及促進・価格適正化
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後発医薬品の使用促進を図るために、保険者が実施する後発医薬品利用差額通知の送付、後発医薬品希望シール・カードの作成及び配付、後発医薬
品の普及・啓発に係るリーフレット等の作成等。
※経済財政運営と改革の基本方針2015
後発医薬品の数量シェアの目標値は、平成29年央に70%以上、平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80％以上に引き上げ。

○後発医薬品利用差額通知
・後発医薬品への切り替えを促進するため、後発医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担軽減額を通知

○後発医薬品希望シール・カード
・後発医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えやすくするため｢希望シール｣又は「カード｣を作成し、被保険者へ配布又は市町村窓口に設置

【参考（実施広域連合数】

事業概要

（公的サービスの産業化）

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、
重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国展開する。

保険者

被保険者

医療機関

処方箋

薬局国保連合会・支払基金

※削減効果の高い被保険者を抽出

（例）減額効果が１回あたり２００円以上あ
り、かつ慢性疾患被保険者等

通知書

⑦差額通知の郵送
①受診

③審査・支払

④請求・支払

⑤レセプトデータの提供

⑥
対象者の抽出※
差額通知の作成

⑧効果検証データ

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

②処方レセプ
ト

レセプト

国保連合会・専門業者

○後発医薬品の使用促進
平成28年度予算案 ２．５億円
（平成27年度予算：２．４億円）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度（見込み）

後発医薬品希望カードの配布 ６（13%） ２８（60%） ４１（87%） ４６（98%） ４７（100%） ４７（100%） ４７（100%）

後発医薬品利用差額通知の送付 １（2%） １（2%） ２（4%） １９（40%） ３４（72%） ４３（91%） ４６（98%） 27



後発品への置換えが進まない既収載品
の薬価の改定の特例
（いわゆる「Ｚ２」の見直し）

28

【改革工程表における記載】
＜㉚後発医薬品の価格等を踏まえた特許の切れた先発医薬品の保険制度による評価の仕
組みや在り方等の検討＞
○ 特許の切れた先発医薬品の価格の引下げ措置（Ｚ２）の見直しを実施



最初の後発品が薬価収載されて５年を経過した以降の薬価改定ごと
に、後発品への置換え率が７０％未満となる先発品について、市場
実勢価格による改定後の薬価から、置換え率に応じて特例的な引下
げを行う。

＜引き下げ幅＞

後発医薬品置換え率
・２０％未満 ：▲２．０％
・２０～４０％未満 ：▲１．７５％
・４０～６０％未満 ：▲１．５％

後発医薬品置換え率
・３０％未満 ：▲２．０％
・３０～５０％未満 ：▲１．７５％
・５０～７０％未満 ：▲１．５％

改正後

改正前
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後発品への置換えが進まない既収載品の
薬価の改定の特例



調剤基本料の未妥結減算制度について

30

【改革工程表における記載】
＜34適切な市場価格の形成に向けた医薬品の流通改善＞
○ 未妥結減算制度について、今後の在り方を検討し、平成28年度診療報酬改定で対応
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19.3%

93.9%

58.5%

97.4%

37.8%

95.5%

23.5%

69.5%

69.6%

97.6%

78.5%

89.3%

50.9%

80.4%

86.5%

98.9%
93.3%

97.8%

19.0%

96.7%

67.8%

94.2%

35.2%

97.0%

18.6%

98.7%

88.4%

98.1%

80.6%

99.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

6月 9月 12月 翌年3月 翌年6月 翌年9月 翌年12月 翌々年3月

病 院 ２００床以上

病 院 そ の 他

診 療 所

チェーン薬局

（20店舗以上）
その他の薬局

推妥結率の推移
（平成26‐27 年度 医療機関・薬局区分）



妥結率の報告に係る取扱いの変更
平成28年度診療報酬改定

32

妥結率については、現行どおり、４月から９月までの期間における妥結率を10月中に地方厚生（支）局へ報告す
るが、妥結率が低い場合（妥結率が50%以下）の調剤基本料の引き下げについては、翌年4月1日から適用する。
（※医療機関の取扱いは従来どおり当年11月1日から適用）

妥結率の報告に伴う調剤基本料の適用時期の変更

妥結率の
実績期間

H27.4.1 H27.9.30 H27.11.1 H28.10.30

現行

改定後

薬局グループ全体の処方せん受付回数が月４万回超のグループに属する保険薬局以外の保険薬局は、妥結
率の報告時に妥結の根拠となる書類の添付を不要とする。（当該資料は薬局で保管）

妥結率の報告時の添付書類の見直し

調剤基本料の
適用期間

妥結率の
実績期間

調剤基本料の
適用期間

H27年度の妥結率

報告期間
10月中

H29.3.31

未妥結減算に係る現在の適用
期間はH29 年3月末まで延長

H28.4.1 H28.9.30 H29.4.1

報告期間
10月中

H30.3.31

H28年度の妥結率 ⇒以降の年度は同じ

H27年度の妥結率

H28.10.30

 未妥結減算制度については、今後の妥結状況の検証を行いつつ、継続するが、調剤基本料の適用
時期及び妥結率の報告時の添付書類について、以下の見直しを実施。



市販品類似薬の保険給付のあり方
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【改革工程表における記載】
＜㉗公的保険給付の範囲や内容について適正化し、保険料負担の上昇等を抑制するための検討＞
＜(ⅳ)市販品類似薬に係る保険給付について見直しを検討＞
○ 公的保険給付の範囲の見直しや医薬品の適正使用の観点等から、平成28年度診療報酬改定に
おいて、長らく市販品として定着したOTC類似薬を保険給付外とすること等について、その具体的内
容を検討し、結論



 一度に多量の湿布薬が処方される例が一定程度あり、地域によっても状況が多様
であることから、医薬品の適正給付の観点より以下の対応を実施する。

平成28年度診療報酬改定

湿布薬の適正給付

34

① 外来患者に対して、１処方につき計70枚を超えて投薬する場合は、当該超過分の
薬剤料等を算定しない。ただし、医師が医学上の必要性があると判断し、やむを得ず
計70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記
載することで算定可能とする。

② 湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量の他１日分の用量
又は何日分に相当するかを記載する。

医薬品の適正給付

※対象となる「湿布薬」は、貼付剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤をいう。（ただし、専ら皮膚疾患に用いるものを除く。）

現行

【投薬 調剤料・処方料・処方せん料・調剤技術基本料】
（新設）

【投薬 薬剤料】
（新設）

改定後

【投薬 調剤料・処方料・処方せん料・調剤技術基本料】
入院中の患者以外の患者に対して、１処方につき 70枚を超えて湿布薬を投薬
した場合には算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると
判断し、やむを得ず 70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及
び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
【投薬 薬剤料】
入院中の患者以外の患者に対して、１処方につき 70枚を超えて湿布薬を投薬
した場合は、当該超過分に係る薬剤料を算定しない。ただし、医師が疾患の特
性等により必要性があると判断し、やむを得ず 70枚を超えて投薬する場合には、
その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
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新薬創出・適応外薬解消等促進加算

35

【改革工程表における記載】
＜㉛基礎的な医薬品の安定供給、創薬に係るイノベーションの推進、真に有効な新薬の
適正な評価等を通じた医薬品産業の国際競争力強化に向けた必要な措置の検討＞
○ 基礎的医薬品の安定供給に必要な薬価上の措置、新薬創出・適応外薬解消等促進加
算制度の在り方や、先駆け審査指定制度の対象となる医薬品など医療上の必要性の高
い医薬品に係る評価の在り方について、平成28年度診療報酬改定で対応



後発医薬品が上市されていない新薬のうち一定の要件を満たすも

のについて、後発医薬品が上市されるまでの間、市場実勢価格に基

づく薬価の引下げを一時的に猶予することにより、喫緊の課題となっ

ている適応外薬等の問題の解消を促進させるとともに、革新的な新

薬の創出を加速させること

目的

○平成２２年度薬価制度改革において試行的に導入

○平成２４年度、平成２６年度において試行を継続

これまでの経緯
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 ２８年度薬価改定において、試行を継続

新薬創出・適応外薬解消等促進加算について



新規後発品が
上市された後の
最初の薬価改定

薬価

後発品上市
又は

薬価収載１５年

新薬の薬価収載

時間

先発→
当該加算の対象となった新薬の薬価

Ａ円

当該加算分

当該先発品の市場実勢価
格による引下げ分

「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」と
当該加算が適用された新薬の薬価算定の薬価の推移のイメージ

当該加算の対象とならなかった場合の
新薬の薬価（現行制度における新薬の
薬価）

要件：市場実勢価の乖離率が、
全収載品の加重平均乖離率を超えない
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